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【第１幕】「下町のバーにて」
（１）防災対策
被災者とマイナンバー（被災者の確認、救出）

（２）ワンストップサービス
引っ越しとマイナンバー

（３）個人マイポータルの利便性
もし、医療情報連携が出来たら…

【第２幕】「とある小さな会計事務所にて」
（１）番号法における受託業務
税理士業務とマイナンバー

（２）番号制度時代の税務調査
法人マイポータルはどうなるか？

（３）番号制度時代の情報セキュリティ
税理士がすべきこと

番号制度を理解するのは、いつ？

今でしょ!
様々な角度から内容を検証!

開開催催日日 平平成成２２５５年年１１２２月月９９日日（（月月））
場場 所所 東東京京税税理理士士会会館館全全館館（（東東京京都都渋渋谷谷区区千千駄駄ヶヶ谷谷５５－－１１００－－６６））

日本政府は平成２７年に国民全員に番号を配布、平成２８年から番号制度利用開始を考えております。専
門家として、顧問先からの相談や今後の業務対策に知っておかなければならない現在の状況を今年の情
報フォーラムは徹底して検証したいと思います。

① 午前の基調講演で番号制度の意義と現在の進捗状況を。
② 午後の講演で番号を既に活用している海外事例を含め、番号制度の将来の可能性を。
③ そして劇を見て頂き、実務に応じた様々な現状と将来の番号制度を目で理解頂きたいと思います。

また、毎回ご好評いただいている「ITなんでも相談室」、「ミニセミナー」も行います。
さらに、イベント来場者に「参加賞」そして抽選による景品なども用意しております。

この日だけしか出来ない特別企画、お仲間御誘いの上、是非御来場下さい。
情報システム委員会

※時間等については事情により若干変更する場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

【基調講演】１０：００～１２：００ 東京税理士会館２階
◆テーマ「社会保障・税番号制度について」（仮題）
◆講 師 内閣官房社会保障改革担当室 向 井 治 紀 審議官

※都合により講師が変更する場合もあります。

【特別講演】１３：２５～１４：１０ 東京税理士会館２階
◆テーマ「マイナンバー法と税法の関わりについて」（仮題）
◆講 師 リサーチネットワーク株式会社

NPO法人東アジア国際ビジネス支援センター
EABuS（East Asia Business Support Center）事務局長
代表研究員 安 達 和 夫 氏
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「１２年後のイーダくん～マイナンバー制度と未来の税理士事務所像～（仮題）」

【ミニセミナー増刊号】１３：２５～１５：００
東京税理士会館地階会議室
『個人情報』『オープンソース（無償で使える表計算ソフト、ワープロソフト等）』『相続税評価』などを取り上げていく予定です。詳細につきまして
は、次号でご案内いたします。

【相談コーナー】１３：００～１５：００
東京税理士会館４階レセプションルーム
ITについて何でもご相談いただけるコーナーです。パソコンの使い方から電子申告関係まで幅広く対応したいと思います。

【閉会式】１６：４０～１７：００ 東京税理士会館２階
今年も景品抽選会をここで行います。
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本会新ホームページのログインについて本会新ホームページのログインについて本会新ホームページのログインについて

ミ 二 セ ミ ナ ー の ご 案 内

ここを
　クリック

➡

会員専用サイトへ
（研修サイトへ）

→

→

②ID・PWの登録
ID＝電子メールアドレス
PW＝各自作成したもの

登録したID・PWの入力
ID＝電子メールアドレス
PW＝各自作成したもの

→

（２）２回目以降のログイン

①仮ID・PWの入力
ID＝登録番号（６桁）
PW＝生年月日（８桁）

（１）初回のログイン

仮ID＝6桁の登録番号

仮パスワード＝8桁の生年月日

《例１》登録番号１１１１の方 → ００１１１１
《例２》登録番号９９９９９の方 → ０９９９９９

《例１》昭和２０年（１９４５年）１０月３日生まれの方の場合 → １９４５１００３
《例２》昭和４４年（１９６９年）１月１日生まれの方の場合 → １９６９０１０１
《例３》昭和６０年（１９８５年）８月２２日生まれの方の場合 → １９８５０８２２

８桁以上で作成すること
英字を含めること

桁数OK、英字（大文字・小文字）OK
数字・英字の組合せ良いが、桁数不足
桁数OKだが数字のみは×
桁数OK、英字（小文字のみ）OK
桁数OK、英字（大文字のみ）OK

○
×
×
○
○

《例１》 ８２TpXcC６７s
《例２》 Pj１k９
《例３》 ４９０２８１７６３３
《例４》 ７ey５ac３xf１
《例５》 KENJI０００１１１

同意してログイン同意してログイン同意してログイン

１０月１９日（土）から本会ホームページが新しくなります。多くの会員にご
利用いただいている「会員専用サイト」と「研修サイト」についてはこれま
で別個のID・パスワードによるログインが必要でしたが、今後は初回ログ
イン時に登録していただくことにより、単独のIDパスワード、１回のログ
インで境界なく利用することが可能となります。

総 務 部

新HPにおけるログインの流れ

（１）初めてログインする際の手順
◆トップページからログイン画面へ

① 最初のログイン画面（仮ID・パスワードでログインする）

一定のセキュリティを保ち本人確認を行う必要があるため、ログインする会員

の登録番号と生年月日が初期値として設定されています。

仮ID… 登録番号 ※６桁で入力します。（半角英数入力）
※登録番号が５桁の会員の場合、先頭に「０」（ゼロ）を入れて６桁にして入

力します。４桁の場合は先頭に「０」（ゼロ）を２つ入れて６桁にして入力

します。

仮パスワード… 生年月日（８桁）
※西暦表示に置き換え、数値化して入力します（半角英数入力）
※すべて８桁で入力します。月、日で１桁表示の箇所は「０」を加えて８桁に

合わせます。

②２回目のログイン画面（正式なID・パスワードを登録する）
ここで入力するID・PWはそれ以後ログインする際のID・PWとして登録さ

れます。また、変更したい場合は、「会員専用サイト」内に配置されている「会員

情報」メニューから変更作業ができます。

ID… 電子メールアドレス ※日頃からお使いのもの（半角英数入力）

※日頃お使いの電子メールアドレスを登録して下さい（各自で管理できている

ものに限ります）

※本会から配付している電子メールアドレス「*****＠zeirishikai.org」は平

成２６年６月末をもって廃止されるため、登録できません。

※ここで登録する電子メールアドレスは、本会からの連絡時（総務部メールマ

ガジン等）に利用いたします。

◆ログインIDとして利用する「電子メールアドレス」について〔重要〕
新HPではログイン用IDとして、各位が普段お使いの電子メールアドレスを登

録する仕組みとしております。登録していただいた電子メールアドレスはログイ

ン用IDとして利用するほか、本会から会員宛の連絡用アドレスとしても利用い

たします。メールアドレスを登録されない場合、本会からの連絡（「総務部メー

ルマガジン」等）が届かないことがありますので、ご注意ください。

PW… 各自で作成します（半角英数入力）
※８桁以上、数字・英字の組み合わせ
※８桁以上の半角英数で数字、英字（半角英数／大文字・小文字は区別されま

す）の両方を必ず用いて作成してください。数字のみ、英字のみではパスワ

ードは作成できません。

※くれぐれも作成したPWは他者に漏れないよう、また、ご自身も忘れないよ

う管理して下さい。

【パスワード作成例】

※英字に大文字、小文字を混ぜて作成するとセキュリティが向上します。

（２）２回目以降のログイン手順
（１）の「②２番目のログイン画面」で使用した「ID＝登録した電子メールア

ドレス、PW＝各自が作成したもの」を入力するだけで会員専用ページ及び研修

サイトにログインできます。

※上記（１）の「①最初のログイン画面」の手順は不要です

ID及びパスワードの再設定

IDの再設定
このアカウントは、現在IDとしてのメールアドレスが設定されていません。IDとし
てのメールアドレスを登録致しますと、PWをお忘れの場合に自動でパスワードリマ
インダーが使える他、各種お知らせを登録メール宛に受け取る事ができますので、ID
としてのメールアドレスの設定をお願い致します。

IDメールアドレス 必須

普段使用しているメールアドレスを登録

■電子メールアドレス等の登録について（重 要）
本会では、会員の皆様からログイン用IDとして登録していただく電子メールア
ドレスに関しては、ログイン用IDとして利用するほか、本会から会員本人宛連
絡用として利用いたしますので、ご了承の上登録下さい。登録されない場合、本
会からの（本会の場合『総務部メールマガジン』等が届かないことがあります。
登録できる電子メールアドレスは、会員ご本人が日頃利用（管理）されているも
のに限ります。

■本会配付電子メールアドレスの廃止について（重 要）
本会から会員に配付してまいりました電子メールアドレス(*****@zeirishikai.
org)につきましては、平成２５年９月をもって新規配付を終了し、平成２６年６月
末をもって利用停止いたします。利用停止までは総務部メールマガジンなどの配
信は継続いたしますので、引き続きご利用下さい。なお、本会配布電子メールア
ドレス(*****@zeirishikai.org)は、本ホームページ会員専用ページログイン用ID
としては登録できませんのでご留意下さい。

パスワードの再設定
このアカウントは、現在デフォルトのパスワードとなっておりますので、セキュリテ
ィ向上のためにも新たなパスワードを半角英数字８文字以上５０文字以下で再設定をお
願いいたします。
※大文字、小文字は自由に利用できます。
※英字のみ、数字のみではパスワード作成できません。記号も使えません。

パスワード 必須

任意の半角英数字８文字以上をパスワードとして登録

パスワード再入力

上記留意事項を踏まえて

「簡単にできるパソコンの遠隔操作」
※自分のパソコンを遠隔操作して電子申告もOK！急な出
張でも安心！
※遠方のお客様のパソコンを遠隔操作で簡単指導。入力方
法の指導など
◆日時：平成２５年１１月１９日（火） 午後１時～２時
◆場所：東京税理士会館地階１０１・１０２号室
◆講師：安田信彦 本会情報システム委員会委員

定 員：先着２０名（無料）

対 象：本会会員・事務所職員

※事前申込制です。メール、電話でお申し込みください。

記載事項：支部・登録番号・氏名

※タイトルを「ミニセミナー申込」としてください。

E－mail : johosystem@tokyozeirishikai.jp

TEL：０３－３３５６－４４８０（東京税理士会事務局業務課）
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